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国 地 契 第 １ ０ ２ 号

平成２５年３月２５日

各地方整備局長 あて

国土交通事務次官

「工事請負業者選定事務処理要領」の一部改正について

標記について、工事請負業者選定事務処理要領（昭和41年12月23日付け建設省厚第76

号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏なきよう措置されたい。

記

第２第一号本文、同号ヘ、及び第二号本文中｢清掃作業参加者等｣を｢道路清掃作業参加

者等｣に改める。

第２第一号ホ及び第二号イ（イ）中｢一般競争資格審査｣を｢一般競争参加資格審査｣に

改める。

第２第一号ホ中「第１号」を「第一号」に改める。

第２第二号本文中「第６号」を「第六号」に、「第９号」を「第九号」に、「第21号」

を「第二十一号」に改める。

第２第二号イ（イ）中｢直前２年又は｣の次に｢直前｣を加え、｢各営業年度｣を｢各事業年

度｣に改める。

第２第二号イ（ロ）中｢建設業の種類｣を｢希望工事種別｣に改める。

第３第一号中｢第４号｣を「第四号」に、「第７号」を「第七号」に、「第17号」を「第

十七号」に、「第19号」を「第十九号」に改める。

第３第五号中「第８号」を「第八号」に、「第10号」を「第十号」に、「第12号」を「第

十二号」に、「第18号」を「第十八号」に、「第19号」を「第十九号」に改める。

第３第十九号中「第７号」を「第七号」に、「第８号」を「第八号」に、「第20号」を

「第二十号」に、「第21号」を「第二十一号」に改める。

第４第１項本文中｢第２号｣を「第二号」に改める。

第４の２（見出しを含む。）中｢一般競争資格審査｣を｢一般競争参加資格審査｣に改める。

第５第１項及び第４項中｢一般競争資格審査｣を｢一般競争参加資格審査｣に改める。

第５第２項第一号中｢二以上の登録を希望する工事種別｣を｢二以上の希望工事種別｣に、

｢二以上の年間平均完成工事高の登録を希望する一の工事種別｣を｢二以上の年間平均完成

工事高を一の希望工事種別｣に改める。

第５第３項中｢第８号｣を「第八号」に改める。

第５第４項中｢第２号｣を「第二号」に、「第１号」を「第一号」に改める。
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第５第５項中｢第３号｣を「第三号」に、「第１号」を「第一号」に、「第２号」を「第

二号」に、「第４号」を「第四号」に、「第５号」を「第五号」に改める。

第５第６項中｢登記事項証明書（不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成16年法律第124号）第53条第５項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる同法第52条の規定による改正前の商業登記法（昭和38年法律第125号）に規定する商

業登記簿謄本を含む。）｣の次に｢又はこれの写し｣を加える。

第６第一号及び第二号並びに第６の２第３項中｢一般競争資格審査｣を｢一般競争参加資

格審査｣に改める。

第６の２見出し｢資格審査申請書の提出方法等｣を｢資格審査申請書等の提出方法｣に改

める。

第６の２第２項中｢第８号｣を「第八号」に改める。

第６の２第３項中｢管轄区域（国土交通省組織令（平成12年政令第255号）第206条第１

項に規定する管轄区域をいう。第13第４項において同じ。）｣を｢受付担当部局（別表に掲

げるところによるものとする。第13第４項において同じ。）｣に改める。

第７見出し及び第１項本文並びに第８第１項中｢一般競争資格審査｣を｢一般競争参加資

格審査｣に改める。

第７第１項第一号中「第１号」を「第一号」に改める。

第７第１項第二号中「第２号」を「第二号」に改める。

第12中｢一般競争参加資格認定通知書｣を｢一般競争（指名競争）参加資格認定通知書｣

に改め、｢様式特５｣の次に｢（イ）及び（ロ）｣を加える。

第13第２項中「第１号」を「第一号」に、｢清掃作業参加者等｣を｢道路清掃作業参加者

等｣に改める。

第13第３項第五号中｢本店又は営業所の｣の次に｢経営事項審査を受けた｣を加え、同項

第七号として次の一号を加える。

七 国土交通省退職者の再就職状況に関する事項

第13第４項中｢管轄区域｣を｢受付担当部局｣に改める。

第14第１項中「第１号」を「第一号」に改める。

第16第三号、第四号及び第五号中「第１号」を「第一号」に改める。

第16第六号及び第七号中「第１号」を「第一号」に、「第４号」を「第四号」に改める。
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別表を次のように加える。
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様式２を次のように改める。

様式３を次のように改める。
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様式５を次のように改める。
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様式特２を次のように改める。

様式特５（ハ）を次のように加える。
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別添を次のように改める。
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附 則

（適用範囲）

１ この通知による改正後の工事請負業者選定事務処理要領は、地方整備局の所掌する

工事の請負契約を平成25年度以降に締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する

者に必要な資格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の選定等に関する事務

の取扱いについて適用する。

（総合評定値通知書等の取扱い）

２ 第５第２項第九号に規定する総合評定値通知書の写しについては、建設業法第27条

の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示（平成24

年国土交通省告示第523号（以下｢改正告示｣という。））による改正前の告示第一の四の

１（一）に規定する雇用保険及び（二）に規定する健康保険及び厚生年金保険にいず

れも加入している又は適用除外とされている者を除いて、再審査を含めて改正告示が

施行された平成24年７月１日以降の内容のものでなければならないものとする。

（等級区分に係る残留措置）

３ 等級区分を設けている工事種別において、第７第１項第二号の規定に基づき平成25

・26年度の一般競争参加資格の認定を受けた有資格業者は、平成23・24年度の一般競

争参加資格の有効期間の末日において認定されている等級（以下「従前等級」という。）

から昇級した場合には、部局長が定める日までに部局長が定める様式により従前等級

に留まることを申請することができる。

４ 前項の申請をした者については、平成25・26年度の一般競争参加資格の認定に当た

り、従前等級を付すものとする。なお、この場合においては、改めて会計規則第34条

第６項の規定に基づき、一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（様式特５（ハ））

により通知を行うものとする。


